
質般一 問

町
政
を
問
う

　
「
一
般
質
問
」と
は
、
議
員
が
町
の
行
政
全
般
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
町
の
方
針
や

町
長
の
考
え
な
ど
を
問
い
た
だ
す
も
の
で
す
。
一
般
質
問
は
年
に
４
回
開
催
す
る
定
例
会
ご
と
に
行
い
ま
す
。

　

令
和
3
年
9
月
定
例
会
に
お
い
て
は
、
13
人
の
議
員
が
31
項
目
の
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
各
議
員
の
質
問
の
要
旨
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
（
全
文
に
つ
い
て
は
、
町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
会
議
録
」に
掲
載
し
ま
す
。）

般
一

問
質

会議録への
QR コード

Q�

町
内
全
体
で
の
対
策
が
必
要
で
は

A�

雨
水
管
理
計
画
の
策
定
を
検
討
す
る

質
問（
議
員
）�

過
去
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
よ
う
な
集
中
豪
雨
が
続
い
て
い
る
。

町
内
水
路
の
氾
濫
対
策
、
尾
崎
川
の
浸

水
対
策
は
ど
の
様
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁（
町
長
）�
町
内
水
路
に
つ
い
て
は
、

雨
水
管
理
総
合
計
画
の
策
定
を
検
討
し
、

対
象
地
域
の
選
定
、
優
先
順
位
を
定
め

る
。
尾
崎
川
に
つ
い
て
は
、
県
に
ポ
ン

プ
増
設
を
強
く
要
望
し
て
い
く
。

Q�

通
学
路
の
安
全
対
策
は

質
問（
議
員
）�

千
葉
県
で
の
事
故
を
受

け
て
町
立
小
中
学
校
の
通
学
路
の
安
全

対
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
校
外
役
員
や
地
域
の
方
と
情
報
を
共

有
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁（
教
育
長
）�

地
域
の
皆
様
に
も
協

力
を
得
て
、
関
係
機
関
と
合
同
で
よ
り

詳
細
な
安
全
点
検
を
行
う
。

早く対策を！

多田 雄一  議員
浸水対策

質般一 問

佐中 十九昭  議員
尾崎川水系

Q�

尾
崎
川
の
排
水
と
浸
水
解
消
は

A�

今
年
度
中
に
新
排
水
機
場
の
詳
細
設
計

質
問（
議
員
）�

尾
崎
川
水
系
の
浸
水
が

解
消
す
る
よ
う
、
県
と
排
水
ポ
ン
プ
増

強
の
協
議
を
重
ね
て
い
る
が
、
現
在
の

状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁（
町
長
）�

今
年
度
中
に
新
排
水
機

場
の
詳
細
設
計
及
び
自
衛
隊
の
施
設
に

対
す
る
補
償
工
事
を
完
了
さ
せ
る
。
来

年
度
は
、
護
岸
の
補
強
や
各
機
関
と
の

協
議
を
行
い
、
新
排
水
機
場
の
工
事
着

手
の
時
期
を
見
極
め
る
。

Q�

旧
海
田
公
民
館
の
跡
地
利
用
は

質
問（
議
員
）�

織
田
幹
雄
ス
ク
エ
ア
の

第
2
駐
車
場
、
残
り
を
一
般
公
園
と
位

置
付
け
て
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁（
町
長
）�

民
間
資
本
の
活
用
を
基

本
に
検
討
す
る
が
、
現
庁
舎
跡
地
・
旧

海
田
公
民
館
・
保
健
セ
ン
タ
ー
・
加
藤

会
館
の
活
用
策
を
一
体
的
に
検
討
し
、

改
め
て
活
用
案
を
示
す
。

Q�

と
ぼ
け
や
は
ぐ
ら
か
し
答
弁
は
や
め
て

A�

ま
ち
づ
く
り
に
興
味
を
持
て
る
答
弁
だ

質
問（
議
員
）�

７
月
に
実
施
し
た
こ
ど

も
議
会
で
、
こ
ど
も
議
員
は
時
間
を
か

け
仲
間
と
調
査
・
議
論
し
た
上
で
質
問

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
面
か

ら
向
き
合
わ
ず
、
質
問
と
関
係
な
い
政

策
Ｐ
Ｒ
を
す
る
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
た
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
弁（
町
長
）�

子
ど
も
達
に
分
か
り
や

す
い
表
現
を
用
い
て
、
答
弁
の
趣
旨
を

理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
心
が
け
た
。

質
問（
議
員
）�

こ
ど
も
議
会
開
催
の
目

的
は
議
会
の
機
能
、
役
割
を
学
ん
で
も

ら
う
い
わ
ゆ
る
模
擬
議
会
参
加
な
の
か
、

子
ど
も
達
目
線
で
町
の
抱
え
る
課
題
を

発
見
し
、
解
決
策
を
提
言
し
て
も
ら
う

こ
と
の
ど
っ
ち
な
の
か
。

答
弁（
総
務
課
長
）�

そ
の
両
方
に
加
え
、

政
治
的
教
養
教
育
の
充
実
と
児
童
生
徒

の
政
治
参
加
意
識
の
高
揚
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

その他
の質問

●�全世代型社会保障と町民の暮らし
●�現庁舎の跡地利用は

ありがとう「町課題への提言」

下岡 憲国  議員
こども議会

その他
の質問

●�立地適正化計画の目的は
豪雨の度に浸水する尾崎川水系
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